
令和 7 年度近畿ブロックスポーツ少年団剣道交流大会 
開 催 要 項 

 

１ 趣  旨  日本スポーツ少年団の理念に基づき、近畿ブロックの団員が一堂に会し、剣道を通じ親睦と友好

の輪を広げるとともに、日頃の活動で鍛えた力と技を発揮することを目的とする。 

２ 主  催  公益財団法人日本スポーツ協会 日本スポーツ少年団 

        近畿２府４県体育・スポーツ協会 近畿２府４県スポーツ少年団 

３ 後  援  兵庫県教育委員会(予定) 公益財団法人兵庫県剣道連盟(予定)  

４ 主  管  兵庫県スポーツ少年団剣道専門部会 

５ 期  日  令和 8 年 1 月 18 日(日)    

        受  付：9:00    審判会議：午前 9:30   開 会 式：午前 10:00 

６ 会  場  兵庫県立武道館  姫路市西延末504 姫路市手柄山中央公園内 ／  Tel (079)292-8210 

７ 参加資格  （１） 令和 7 年度日本スポーツ少年団に登録した団員であること。 

（２） 各府県の本部長の推薦および保護者の承諾を得ていること。 

（３） スポーツ障害保険に加入していること。 

８ 実施種目  （１） 団体戦：小学生 団体の部(4 年生以上) 

（２） 個人戦：中学生 男子の部 

                中学生 女子の部 

９ 選手編成 

【団体戦】 出場チームは、単位団で編成されたチームであること。 

ただし、単位団に該当学年、男女について該当する団員が登録されていない場合は、同一市区町村内の他

単位団の団員を団体戦の選手として登録することを認める。その場合、強化目的ではない旨の誓約書(別紙)

を提出するとともに、府県予選に前述のただし書きの条件を満たして出場していることとし、府県予選後

に変更することは認めない。(同チームの複数出場は認めない。) 

出場チーム数は、各府県 5 チーム以内、開催府県は 10 チーム以内とする。 

 ※先鋒は 4 年生以外認めない。次鋒より大将は、4 年生が出場してもよい。 

性別は指定どおりとし、選手の変更は試合開始までに本部に届け出ること。 

ただし、選手の位置変更は認めない。 

チーム編成選手及び出場区分は以下のとおりとする。 

 1 2 3 4 5 6 

区分 先 鋒 次 鋒 中 堅 副 将 大 将 監督 

学年 4 年生 5・6 年生 5・6 年生 5・6 年生 5・6 年生 有資格指導者 

性別 男または女 女子 男子 女子 男子 男または女 

 

【個人戦】 参加人数は、男女の部とも各府県 5 名以内、開催府県 10 名以内とする。 

 



10 試合方法 

【団体戦】 

 （１）試合は、3～4 チームを 1 組とし、各組で予選リーグ(勝点は、勝ち 1 点・引き分け 0.5 点・負け 0 点

とする)を行い、各組 1 位チームによるトーナメント戦により、優勝・2 位・3 位(2 チーム)を決定する。 

   （２）試合は、3 本勝負とし、試合時間(3 分)内に勝負が決しない場合は、引き分けとする。 

   （３）リーグ戦終了後、勝点数、勝数、勝者数、取得本数が同じ場合は、代表者戦を 1 本勝負で行う。試合

時間は 2 分とし、試合時間内に勝負が決しない場合は勝負が決するまで延長戦を行う。なお、延長に入

ってからの試合時間は 2 分区切りで、延長 3 回で 1 回 5 分間の休憩を取り勝敗が決するまで継続する。 

     なお、代表者の出場者は、中堅、副将、大将とし、抽選により出場選手を決める。 

【個人戦】 

 （１）試合は、各部門ともトーナメント方式で行い、優勝・2 位・3 位（2 名）を決定する。 

   （２）試合は 3 本勝負とし、試合時間(3 分)内に勝負が決しない場合は、勝負が決するまで延長戦を行う。 

なお、延長に入ってからの試合時間は 2 分区切りで、延長 3 回で 1 回 3 分間の休憩を取り勝敗が決す

るまで継続する。 

   （３）選手は、登録エントリーされた者に限る。(交代の出場は認めない。) 

11 試合規則  全日本剣道連盟試合規則及び審判及び同細則に準じて行う。 

        ただし、審判会議申し合わせ事項についてはこの限りではない。 

12 審判派遣  参加府県は、審判員 5 名を派遣すること。 

        審判員は、5 段以上で審判講習会受講者であること。 

13 表  彰  団体戦・個人戦とも 1 位～3 位（3 位 2 チーム・2 名）を表彰する。 

        団体戦・個人戦ともに 1 位にはトロフィーを授与する。 

14 組 合 せ  組合せは、主管団体が厳正に抽選し決定する。    

15 参加料及び分担金 

（１）参加料：1 チーム 1,500 円  個人（1 名) 300 円 

（２）分担金：1 府県 40,000 円(参加の有無に関わらず負担すること） 

（３）棄権したチーム及び個人の参加料は返却しない。   

16 参加申込  別紙参加申込書に団体戦・個人戦参加者及び審判員名を記入の上、下記宛てに申し込むこと。 

なお、参加料は各府県一括で下記の銀行口座に振り込むこと。 

   （１）申込期限  令和７年１２月５日(金)必着 

   （２）申 込 先  〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通 5-1-14 神戸商工貿易センタービル 5 階 

                  公益財団法人 兵庫県スポーツ協会 兵庫県スポーツ少年団 

                  TEL (078)200-4165  FAX (078)200-4166 

   （３）振 込 先  金融機関名 三井住友銀行(0009) 兵庫県庁出張所(428) 

         口座番号  普通 ３０１８４１０ 

         口座名義  公益財団法人兵庫県スポーツ協会 ｻﾞｲ)ﾋｮｳｺﾞｹﾝｽﾎﾟｰﾂｷｮｳｶｲ 

 



17 傷害時の処置 

（１）大会開催中の事故による傷害または疾病に対して、主催者は応急処置のみ行う。 

（２）参加者は、健康保険証等を持参すること。 

18 参加上の留意事項 

（１）紅白目印は各チーム・個人で準備し持参すること。 

（２）参加チームは、単位団旗を持参し、必ず開会式に参加すること。 

（３）オーダー表は、各府県の出場チームで下図により作成し、大会当日持参の上、受付時に提出すること。 

      (オーダー表は A4 用紙 3 枚を横向きに連結したもの（縦 21cm・横 89.1cm） 縦書きとする。) 
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（４）各市区町村スポーツ少年団旗、単位団旗以外の応援旗を会場内に掲げることは禁止する。 

（５）「参加申込書」「参加承諾書」等は、必要枚数を増刷りして使用すること。 

（６）「選手変更届」は大会当日の受付時に提出すること。 

（７）各府県派遣審判員は、当日必ず印鑑を持参すること。 

（８）宿泊・弁当の注文は、宿泊は各チームで直接、別紙の申込書を用いて予約すること。 

（９）試合会場に入場できる者は、団体戦・個人戦出場選手及び監督のみとする。 

   （10）参加申込書に記載の個人情報については、大会プログラム等に記載する。大会期間注に撮影した写真

等については、兵庫県スポーツ協会ホームページや SNS に利用することがある。また、結果を報道機

関に提供することがある。 

 

 

 

 

 

この事業は、公益財団法人スポーツ安全協会の助成を受けて開催するものです。 

 


